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高齢者インフルエンザ予防接種および
新型コロナワクチン予防接種実施のお知らせ

　町では、予防接種法により満 65 歳以上の方を対象に、一部自己負担による高齢者インフルエンザ

予防接種および新型コロナワクチン予防接種を実施します。

高齢者インフルエンザ予防接種 新型コロナワクチン予防接種

対象者

・町に住民票があり、接種日当日で満 65 歳以上の方

・�町に住民票があり、満 60 歳以上 65 歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能ま

たはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害を有する身体障害者手帳 1級の方

接種期間 10 月 1 日㈬～令和 8年 1月 31 日㈯ 10 月 1 日㈬～令和 8年 3月 31 日㈫

自己負担額
1,600 円

5,900 円

※昨年度より変更になっています。

生活保護受給世帯の方は免除

接種回数 1 回

⃝持ち物

　マイナンバーカードまたは資格確認書または旧健康保険証

※生活保護受給世帯の方は「免除証明書」を医療機関窓口に提出してください。

⃝予防接種の副反応

　予防接種の注射のあとは、赤みを帯びたり、腫れたり、痛んだりすることがあります

　�また、わずかに熱が出たり、寒気がしたり、頭痛、全身のだるさなどがみられることもあります

　通常、これらの症状は、2～ 3日中に治まります

　接種後、症状が強く現れたり、長期にわたるような場合は接種した医師に相談してください

⃝申込方法

　�町が指定する指定医療機関で受けることができますので、直接次ページの指定医療機関にお申し

込みください

　�事前に予約が必要な場合があります。また、医療機関によっては接種開始日が異なる場合もあり

ますので、予約の際にご確認ください

※�次ページの指定医療機関にない医療機関についても、通院患者のみ予防接種を行う医療機関もあ

りますので、接種についてはかかりつけ医にご相談ください。 ▪問合せ　福祉保健課健康増進係（☎ 47-5555　総合福祉センター 窓口 7番）

高齢者インフルエンザ定期予防接種指定医療機関など

医療機関名 電話
高齢者インフル 新型コロナ

実施 予約 備考 実施 予約 備考

北見自治区

あいのない診療所 37-2810 ○ 要 ○ 要

秋山こどもクリニック 66-2255 ○ 要

耳鼻咽喉科麻生北見病院 23-4133 ○ 要 ○ 要

あしの医院 68-1380 ○ 要

為山堂内科医院 23-3115 ○ 不要 ○ 要 か

いわもと循環器クリニック 26-1030 ○ 不要 か ○ 不要 か

大内医院 24-0001 ○ 不要 ○ 不要

オホーツク勤医協北見病院 26-1300 ○ 要 ○ 要

上ところ診療所 38-2835 ○ 要 か

かみむらキッズ・クリニック 22-4188 ○ 要 か ○ 要 か

岸山皮膚科 62-4112 ○ 不要

北見循環器クリニック 31-5800 ○ 不要 ○ 不要

北見消化器クリニック 23-6560 ○ 不要 ○ 不要

北見北斗病院 23-3225 ○ 要 ○ 要

國分皮膚科 69-4112 ○ 不要

小林病院 23-5171 ○ 要 ○ 要

酒井内科クリニック 32-7536 ○ 不要 ○ 要

さかきばら泌尿器科 32-7331 ○ 要

清月クリニック 68-1568 ○ 不要 か

竹江整形外科医院 69-2800 ○ 要

道東の森総合病院 69-0300 ○ 不要 ○ 不要

北海道立北見病院 24-6261 ○ 要 か

とまべちクリニック 22-6050 ○ 不要

中村記念愛成病院 24-8131 ○ 要 か ○ 要 か

ばんば医院 23-7755 ○ 要 ○ 要

ひかりの耳鼻咽喉科クリニック 26-1133 ○ 要

心臓血管循環器内科クリニック 33-3800 ○ 不要 ○ 要

藤江内科クリニック 32-7303 ○ 不要 ○ 要 か

北星記念病院 51-1234 ○ 要 か

本田内科クリニック 33-5895 ○ 要

本間内科医院 26-6471 ○ 要 ○ 要

松原医院 32-6078 ○ 不要

みやけ医院 24-4976 ○ 要 か ○ 要 か

みやまクリニック 26-3336 ○ 不要

やまでらクリニック 66-3434 ○ 要 ○ 要

ゆりの樹クリニック 57-5131 ○ 要 ○ 要

わだ小児科・循環器内科医院 24-7333 ○ 要 ○ 要 か

端野自治区

愛し野内科クリニック 67-6565 ○ 不要

オホーツク海病院 67-6000 ○ 不要

端野病院 56-3151 ○ 要 か

常呂自治区 JA 北海道厚生連常呂厚生病院  0152- 54-1611 ○ 要 ○ 要

留辺蘂自治区
おのでら医院 42-3111 ○ 要 ○ 要

おんねゆ診療所 45-2340 ○ 要 ○ 要

訓子府町 訓子府クリニック 47-3311 ○ 不要 ○ 要

置戸町 置戸赤十字病院 52-3321 ○ 要 ○ 要

か＝かかりつけの方のみ接種可能

キツネを寄せ付けない環境づくりに努めましょう

　町内で、「キツネを住宅地域で見掛けた」との情報が役場に寄せられています。

　キツネは、住宅周辺を荒らしたり、エキノコックス症の原因となる寄生虫を保有している可能性

があるため、キツネを寄せ付けない環境づくりに努めましょう。

　キツネによる被害があった場合は、下記までご相談ください。

 ・キツネへの餌やりは絶対にしない

 ・餌となる残飯や生ごみ、犬や猫の餌を放置しない

・木酢液などのキツネが嫌がるニオイを発するものを撒く

 ・大きな音を立てて追い払う

キツネを寄せ付けない対策の例キツネを寄せ付けない対策の例

▪問合せ　町民課町民生活係（☎ 47-2203　役場 1階 窓口 1番）

　　　　　農林商工課林務係（☎ 47-2116　役場 2階 窓口 13 番）


